
   

国際知財司法シンポジウム２０１９ 

３日目（９月２７日）パネルディスカッションの事例等 
 
 

以下の仮想事例では，本件発明の進歩性について争われているものとする。 

 

１．本件発明 

（１） 請求項の記載 

「上部旋回体と， 

 前記上部旋回体の三方向を撮像するように，前記上部旋回体の左側面，右側面，及び後面の３箇所に

搭載されるカメラと， 

 前記カメラの撮像画像から出力画像を生成する制御部と， 

 前記上部旋回体に搭載される運転室と， 

 前記運転室内に設置される表示装置と，を有するショベルであって， 

 前記カメラは，隣り合うカメラの撮像範囲が重複する重複領域が前記上部旋回体の左後方及び右後

方の２方向に形成されるように配置され， 

 前記制御部は，前記隣り合うカメラのそれぞれの撮像画像を合成して前記重複領域に対応する出力

画像部分を生成し， 

 前記表示装置には，前記２方向に形成された前記重複領域に対応する出力画像部分を含む， 

 ショベル。」 

 

 

（２）本件発明の詳細な説明に記載されている事項 

 

Ａ「・・・に記載の運転支援システムは・・・，ショ

ベルの運転室に設けるにあたり視認性を向上さ

せることができない。・・・カメラが撮像した複数

の入力画像に基づいて生成される出力画像の視

認性を向上させることが望ましい（図３）。」 

 

 

 

 

Ｂ「・・・重複部分はそれぞれ，各カメラに関する照明環境等の違いにより異なる明るさで撮像されて

おり，その輝度が異なるものとなっている。・・・同じ場所を撮像しているにもかかわらず，左側方

カメラ２Ｌの入力画像に基づく出力画像上の領域と後方カメラ２Ｂの入力画像に基づく出力画像

上の領域との間の境界（図１６（Ａ）の一点鎖線で囲まれる領域Ｒ６参照。）・・・のところでその

輝度が急激に変化することとなり，その出力画像を見た運転者に不自然さを感じさせてしまうこと

となる。」 

 

Ｃ「図１３，図１４において・・・単位パタン領域ＬＴ１に後方カメラ２Ｂの入力画像が対応付けら

れ，・・・単位パタン領域ＬＴ２に右側方カメラ２Ｒの入力画像が対応付けられるものとすると，

平均輝度がそれぞれ異なる二つの入力画像は，同色錯視をもたらす格子模様を形成することがで

きることとなる。」 

 

Ｄ「格子模様となって混在する図１６（Ｂ）の一点鎖線で囲まれた領域Ｒ９は，その輝度の違いが目立

たなくなっており，その領域Ｒ９を含む出力画像を見た運転者に不自然さを感じさせ難くしてい

る。」 

【図３】 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

  

【図１３】 

【図１４】 

【図１６】 



   

 

２．特開２０１０－２０４８２１号公報（以下，「文献１」という。） 

（１）文献１より認定される引用発明１ 

「上部旋回体と， 

上部旋回体の右側方，後方，左側方の三方向を撮像するように，上部旋回体の右側方，後方，左側方

の３箇所に搭載されるカメラと， 

カメラにより撮影した映像信号から表示用画像を作成する画像処理装置と， 

上部旋回体に備えられた運転室と， 

運転室内に設けられる表示装置と，を有する油圧ショベルであって， 

カメラは，右側方と後方，後方と左側方の隣り合うカメラの監視範囲には重複する領域が存在するよ

うに配置され， 

画像処理装置は，模擬作業機械の前方を上側として，模擬作業機械の右側に右側方の画像を配置し，

下側に後方の画像を配置し，左側に左側方の画像を配置して，それぞれの画像を合成して表示用画像

を作成し， 

表示装置には，合成した表示用画像が表示される， 

油圧ショベル。」 

 

 

（２）文献１に記載されている事項 

 

Ｅ「本発明は，・・・作業機械の上方に視点を持つ俯瞰画像と周囲を 

撮影するカメラからのカメラ画像を最適位置で結合して違和感

のない結合画像を生成するものである。」 

 

Ｆ「処理に際しては，まず，カメラ１３ａにより撮影対象シーン１

２ａを撮影して，撮影した映像信号３１を画像処理装置５０へ

伝送する。画像処理装置５０は，前記映像信号３１を入力して画

像入力部２００に格納する。また，カメラ１３ｂにより撮影対象

シーン１２ｂを撮影して，撮影した映像信号３２を画像処理装

置５０へ伝送する。画像処理装置５０は，前記映像信号３２を入

力して画像入力部２００に格納する。カメラ１３ｃは，撮影対象

シーン１２ｃを撮影して，撮影した映像信号３３を画像処理装

置５０へ伝送する。画像処理装置５０は，映像信号３３を入力し

画像入力部２００に格納する。格納した映像信号３１及び映像信

号３２及び映像信号３３は俯瞰変換して俯瞰画像３００を作成

する。なお，俯瞰画像３００の作成は，公知の技術（例えば特開

２００６－４８４５１号公報参照）により実現できる。」 

 

Ｇ「図９は，・・・後方カメラ１３ｂの入力画像２００ａの場合，・・・    

入力画像２００ａをもとに俯瞰画像作成部３００で作成した俯瞰

画像３００ａにおいては，背景シーンとともに人物２０ｂも変換

され，人物２０ｂはカメラから遠方では，頭部等が変形されて大

きくなり，見た目に違和感ある人物像になる。そこで，カメラか

ら結合位置４５４までは，俯瞰画像の領域３００ｂを切り出し，

結合位置４５４以遠は，入力画像２００ａの領域２００ｂを切り

出して結合する。しかし，領域３００ｂと領域２００ｂをそのま

ま結合すると，サイズが合わないため，領域３００ｂの位置結合

位置と領域２００ｂの位置結合位置を調整してサイズ合わせを行

い，領域３００ｂをリサイズして領域３００ｃを作成し，領域２

００ｂをリサイズして領域２００ｃを作成し，これらを結合して，

結合画像４５１を作成する。リサイズされた領域２００ｃでは， 【図３】 

【図２】 



   

人物２０ｂもリサイズされ人物２０ｃとなる。」 

 

 Ｈ「図１６は，・・・右側方入力画像に対し，結合位置算出部４００で算出した結合位置５３２におい

て結合した結合画像５３３の交点５２３を，上方視点から見た模擬作業機械１の中心５３１にあわ

せて配置する。次に，後方入力画像に対し，結合位置算出部４００で算出した結合位置５３４にお

いて結合した結合画像５３５の交点５２３を，上方視点から見た模擬作業機械１の中心５３１にあ

わせて配置する。更に，左側方入力画像に対し，結合位置算出部４００で算出した結合位置５３６

において結合した結合画像５３７の交点５２３を，上方視点から見た模擬作業機械１の中心５３１

にあわせて配置する。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．特開２００６－４８４５１号公報（以下，「文献２」という。） 

 

（１）文献２の記載内容 

Ｉ「画像統合手段６２では必要に応じて，画像データ信号Ｓｄをそのまま一枚に統合する過程におい

て，重なり合った領域を処理する機能を有する。すなわち・・・，同一の領域を描画している複数

の画像データ信号Ｓｄの中から適当にブレンディングして描画する。すると，・・・それぞれの魚眼

カメラ３６の有効視野α１およびα２により撮影された画像・・・は重複した画像の重なり領域６

７にて，・・・１枚の俯瞰画像として得られるのが特徴である。」 

 

Ｊ「このように，複数の魚眼カメラ３６で撮影した画像を統合して１つの俯瞰画像が，・・・カーナビ

ゲーション用表示装置４２に表示されることにより，運転者側にとって・・・一層見やすいものとな

る。」 

 

  

【図９】 【図１６】 

【図１５】 



   

 

４．Ｘ裁判所が認定した本件発明と引用発明１との相違点 

 

［相違点１］ 

 制御部の動作に関し，本件発明は，撮像画像を合成して「前記重複領域に対応する出力画像部分を生

成」するのに対し，引用発明１は，監視範囲の重複する領域が存在する隣り合うカメラの画像から，重

複領域に対応する出力画像部分を生成することは特定されていない点。 

 

［相違点２］ 

 本件発明は，表示装置に「前記２方向に形成された前記重複領域に対応する出力画像部分を含」む出

力画像が表示されるのに対し，引用発明１は，表示装置にそのような出力画像部分を含む出力画像が表

示されるということは特定されていない点。 

 

 

５．論点 

 

 本件発明の進歩性について争われているものとする。また，文献２の他に，周辺監視のための画像表示

において，複数のカメラが撮影する画像の重複領域に対応する出力画像部分を生成する技術が周知技術

であることを示す複数の公知文献（以下，「他の周知技術」という）が存在するものとする。 

 

論点１（本件発明の認定について） 

本件特許請求の範囲では，制御部の出力画像部分の生成の仕方については，前記隣り合うカメラのそ

れぞれの撮像画像を合成して「前記重複領域に対応する出力画像部分を生成」するという広い記載の仕

方がされている。他方で，本件特許の発明の詳細な説明には，重複領域に対応する出力画像の生成方法

の具体的態様が記載されている（記載事項Ｃ，Ｄ）。 

このような場合，進歩性判断の前提となる，本件発明の解釈として，本件特許の請求項における「重

複領域に対応する出力画像部分を生成」という文言は，その文言どおりに広く解釈するのが妥当か。あ

るいは，発明の詳細な説明の記載を参酌して，具体的な態様に限定して解釈するのが妥当か。 

 

論点２（文献１に記載されている事項の認定について） 

 文献１の図１６に示された解決手段によると，別々に生成された３つの結合画像（俯瞰画像＋カメラ

画像）を組み合わせて表示画像を生成しており，出力画像としては重複領域を生成することを想定して

いないように理解できる。一方，文献１の図２においては複数のカメラが撮影する画像に重複する領域

が存在する。 

  この場合，文献１に，重複領域に対応する出力画像部分を生成することが記載されていると認定する

のは妥当か。あるいは，文献１には，重複領域に対応する出力画像部分を生成することは記載されてい

ないと認定するのが妥当であるか。 

 

論点３（引用文献中に記載された「公知技術文献」の内容の参酌について） 

文献１の記載事項Ｆには，「公知の技術」として文献２が記載されている。このように，文献中に「公

知の技術」として他の文献が引用されている場合，当該他の文献に記載された事項についても，当該文

献に記載されている（あるいは，記載されているに等しい）事項として扱い，引用発明を認定すること

は妥当か。 

 具体的には，本件の場合，文献１の記載事項Ｆに「公知の技術」として例示されている文献２の記載

内容を参酌して，引用発明１の表示用画像の生成方法には，重複領域に対応する出力画像部分を生成す

ることも含まれるという認定をすることは，妥当か。 

  



   

 

論点４（本件発明の有利な効果について） 

本件発明の構成が，一見すると，引用発明１に基づいて容易に想到し得ると考えられる場合であって

も，本件発明が引用発明１に比較して技術的に有利な効果を奏する場合は，この有利な効果は，本件発

明の進歩性を肯定する事情として参酌されうるか。 

 また，本事案においては，本件特許の発明の詳細な説明に，「平均輝度がそれぞれ異なる二つの入力

画像を用いて，同色錯視をもたらす格子模様を形成する」という具体的な態様が記載され，その具体的

な態様の技術的な効果として，「出力画像を見た運転者に不自然さを感じさせ難い」ことが記載されて

いる（記載事項Ｃ，Ｄ）。他方で，特許請求の範囲においては「前記重複領域に対応する出力画像部分

を生成」するという広い記載の仕方がされている。この場合，当該具体的な態様に関する技術的な効果

を，本件発明の有利な効果とみなし，進歩性を肯定する事情として参酌することは妥当か。 

 

以上 
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事件番号 

知財高判平成２９年９月２５日 

平成２８年（行ケ）第１０２６４号 

主な争点 進歩性（引用発明の認定，動機付け，本件発明に特有の効果） 

 


